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東文化会館 利用料金の還付に関する基準 

 

還付基準 還付額 

（１）天災地変その他利用者の責めに帰さない理由により利用できなく

なったとき。 
既納の利用料金の全額 

（２）利用者が利用しようとする日前７日まで（ホールにあっては利用

しようとする日前１か月まで、ギャラリーにあっては利用しよう

とする日前１５日まで）に利用の取消しを申し出て、その理由が

認められたとき。 

既納の利用料金の半額 

 


